
2

だ ん2021.5.2 4

４月15日（木）16時30分から
中之島水上ステージで労働組合つ
ぶしの大弾圧を許さない！裁判所
包囲・ぐるぐるデモが開催され、
執行部12名と数分会が参加しま
した。
2017年の生コンストライキ行

動を契機に、多くの逮捕者が続出
しました。ストライキは労働組合
として正当な行動であり、警察や
検察、裁判所が一体となった不当
な弾圧行為は、労働運動全体に対
する不当弾圧行為です。このこと
を私たち自身に起きたことのよう
に、関西生コン支部を支援し、
「このような不当弾圧行為を決し
て許さない」という気持ちと、全
てにおいて勝利していくことを誓
い、ここに結集しました。

かつて「団結禁止法」という法
律が存在した時代がありました。
このような時代を経て、現在の憲
法28条労働基本権保障があり、
労働組合法における刑事免責、民
事免責、不当労働行為禁止の団結
権保障ができたわけです。
今回、関西で起こっていること

はこのような団結禁止法の再来で
ある異常な弾圧です。
この３年間で、関西生コン支部

に対する弾圧で89人が逮捕、71
人が起訴されました。昨年10月
８日に大阪地裁は、正当なストラ
イキを「威力業務妨害」として不
当な有罪判決を出しました。
滋賀では工事現場で法令遵守を

啓発する「コンプライアンス活動」
が「威力業務妨害」や「恐喝」と
されています。
京都では、子どもを保育所に預

けるために必要な就労証明書の発
行を求めたことが「強要未遂」と
されています。
憲法28条を投げ捨て、組合活

動憎しの判決を連発する大阪地裁
に強く抗議します。

逆 転 勝 利 ！

一方で２月４日、「白バス事件」
を理由に大阪府警が行った組合事
務所の家宅捜索は違法だとして、
関西生コン支部が賠償請求を求め
た控訴審で、大阪高裁は大阪府警
に対し11万円の支払いを命じる
判決を下し逆転勝利しました。
私たちは、この正当な判決を世

論に向けて、もっとアピールしな
ければなりません。
「自分の身近なことではないか

ら」「関生支部の組合員ではない
から」といっているうちに、労働
組合活動ができなくなる国にしな
いためにも、この弾圧をみんなで
押し返して、私たちの権利を取り
戻さなければいけません。

（執行部 南野）

地方からも仲間が駆けつけた

集会場所の水上ステージ前には
関西をはじめ東海の仲間を含め、
総勢２５０名以上が集結し、開始
に伴い関生生コン支部・武洋一さ
んから現状報告がなされ、裁判所
へ向けシュプレヒコールをおこな
いました。
反弾圧実行委員会を代表して、

小林委員長は「コロナ感染は怖い
が、この弾圧もそれと同じくらい
ひどい！この弾圧がまかり通れば、
労働者は生きていけない！」と呼
びかけがありました。

裁判所ぐ る ぐ る デ モ

17時から大阪地裁を包囲する
ようにサウンドデモを開始しまし
た。
水上ステージから裁判所へ向か

う鉾流橋（ほこながしばし）は、
デモ行進の隊列で埋め尽くされ、
裁判所正面玄関から時計回りに行
進しました。
反弾圧実行委員会が、この時間

帯を選択してデモをおこなったの
は、裁判官をはじめ裁判所関係者
職員の退勤時間にあたるからです。
その思惑どおり、デモ隊先頭が

裁判所裏門に差し掛かった時、裁
判所から出てくる大勢の職員とデ
モ隊を応援する通行人、天満警察
署敷地内からデモ隊を傍観する警
察官などからも大きな注目を浴び
ました。

身が引き締まった行動

私は今回の集会とデモに参加し、
集会では司会者として参加者と向
き合い、仲間の熱意を感じ身が引
き締まる思いでした。
私は、司法の労働基本権に対す

る無意識が一連の不当判決の基本
としてあると考え、労働基本権に
関する正しい認識を裁判所にも持っ
てもらう事が大切だと思います。
そういった意味でも今回の行動は
我われ労働組合にとって大きな意
味のある行動だったと自負してい
ます。
今回、コロナ禍の中でも仲間が

たくさん集まりましたが、大阪地
裁を完全包囲することはかないま
せんでした。次回こそは大阪地裁
を完全包囲するために、私はまだ
まだ力不足かもわかりませんが、
情報発信をおこない、１人でも多
くの仲間が増えることを願い、こ
の弾圧に勝利するまで闘います。

（執行部 佐久原）
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No.350け つ

４月21日(水)12：00から、韓
国民主労総サンケン支会（支部）
全組合員の解雇撤回を糾弾すべく、
サンケン電気大阪支店前での抗議
行動に参加しました。
参加者は平日にもかかわらず、

約50名が参加していました。大
阪支部から執行部を中心に８名が
参加、私は日韓民主労働者連帯と
して参加しました。

サンケン電気は労組を敵視し、
故意に赤字体質を作り上げ、コロ
ナ禍に乗じて、韓国サンケンの会
社解散を一方的にホームページに
発表しました。その直後、会社は
労使が締結した団体協約を無視し、
一方的な解散および清算を通知し
ました。

韓国サンケン支会はこれに抗議
するため、会社前に座り込み、テ
ント籠城闘争に突入しました。
韓国サンケンは、会社清算手続

きを一刻も早く進めるため、賃金
の60カ月分という破格の早期割
増退職金（慰労金）を提示しまし
たが、サンケン支会組合員は「わ
たしたちの要求は慰労金ではなく、
現場に戻り労働者として働くこと
だ」と誰一人受け取りを拒否し、
闘いを続けています。
日韓民主労働者連帯の活動の起

点となった１９８９年のアジアス
ワニー日本遠征闘争（ＦＡＸ１枚
での工場閉鎖・全員解雇され、抗
議のために来日し、香川県のスワ
ニーや労組に対して支援行動をし
た）で労働者全員解雇となった事
案と全く変わらず、企業の労働者
の使い捨ては30年が過ぎた今で
も何も変わっていないと感じます。
抗議集会では、各団体のアピー

ルが終了した後に、東京での抗議
集会に参加していたサンケン支会
組合員からＬＩＶＥで、「日本で

の連帯闘争に対して、感謝のアピー
ルと、福島第一原発の汚染水海洋
放出に対して抗議の声」が流され
ました。
集会の最後に、韓国サンケン労

組を支援する会代表は「サンケン
電気は、韓国サンケンの解散を撤
回し不当労働行為を止め、労働者
との話し合いに応じ、一刻も早く
工場を正常稼働させ、労働者の侵
害された権利は完全に回復されな
ければならない」と抗議しました。
サンケン電気は国内10か所、

海外では北・中米、アジア各地、
ヨーロッパにも拠点がある大企業
です。
今回の解雇は韓国内だけの問題

でなく、日本の労働運動内でも重
要課題と受け止め、声を上げる必
要性を実感しました。

（大正埠頭分会 萩原亥王）


